
共同本人訴訟（Ⅱ）開廷！ 
６月２日、大阪地方裁判所で賃金請求事件・共同本人訴訟Ⅱ（原告：山口さ

ん、島津さん、前田さん）の第５回の口頭弁論が行われました。 

今回は口頭弁論終了後、別室で進行協議が行われました。 

そして、８月２２日及び９月４日に再度、進行協議を行い、証人や日程、時

間、内容が具体的に決定していきます。 

いよいよ証人尋問が近づいてきました。 

皆さん！ぜひ、この証人尋問の傍聴に行きましょう！ 

 

 

夏のボーナス査定期間中、管理者の 

非違行為は何と８２件だ！ 
 

私たちは、今回の夏のボーナス査定期間中（１０月１日～３月３１日）に、 

大阪仕業検査車両所で仕業・申告班に関係する管理者の非違行為を独自に調査

しました。 

その結果、１３名の管理者の非違行為がのべ８２件にも上ること

が判明しました。この中には一人で１０件以上の非違行為を確認し

た管理者も数人いました。 

私たち労働組合は、賃金や労働条件の改善を勝ち取るために闘うと共に良い

会社にするため、会社・管理者のチェック機能を果たすことも重要な役目です。

共同本人訴訟でも見られるようにデタラメな報告する管理者に対して、私たち

もしっかりチェックすることが大切です。そういうことが労使対等につながり、

良い会社にするための力となります。 

今後も私たちはしっかり調査を行い、「おかしい事はお

かしい！」と職場から声を上げていきます！！ 
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